
○
議
院
運
営
委
員
会

・
本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　

名

提
出
者

（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

衆　

へ

提
出

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　

考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

3

議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び

証
言
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

小
川
仁
一
君

外　

四　

名

（
四
、
一
一
、
二
四
）

四
、一

一
、
二
五

四
、

一　

一
、
二
四

継　

続　

審　

査

四
、

一　

一
、
二
五

（
予
）

４

議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び

証
言
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

橋
本
敦
君

（
一
一
、
二
五
）

一
一
、
二
六

一
一
、
二
五

継　

続　

審　

査

一　

一
、
二

六

（
予
）

・
衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

提
出
者

（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　

考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決
　
　

本
会
議
議
決

１

議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び

証
言
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

阿
部
未
喜
男
君

外　

四　

名

（
四
、
一
一
、
一
七
）

四
、一

一
、
一
八

四
、

一　

一
、
一
八

（
予
）

四
、

一　

一
、
一
八

未　

了

5

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会

議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関
す

る
法
律
案

議
院
運
営
委

員
長

（
一
二
、
一
）

一
二
、
一

四
、

一
二
、
一

一
二
、
一

（
予
）

四
、一

二
、
一
〇

可
決

四
、一

二
、
一
〇

可
決

四
、

一
二
、　

一

可　

決

6

国
会
識
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

議
院
運
営
委

員
長

（
一
二
、
一
）

一
二
、
一

一
二
、
一

一
二
、
一

（
予
）

一
二
、
一
〇

可　

決

一
二
、
一
〇

可　

決

一
二
、
一

可
決



・
規
則
案
（
一
件
）

番号

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提　

出　

者

提
出
月
日

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

備　

考

1

行
為
規
範
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
案

井
上　

孝
君

外　

八　

名

四
、

一
二
、
一
〇

四
、
一
二
、
一
〇

可　
　

決

・
規
程
案
（
一
件
）

番号

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提　

出　

者

提
出
月
日

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

備　

考

１

参
議
院
政
治
倫
理
審
査
会
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

高
木
正
明
君

外　

四　

名

四
、

一
二
、
一
〇

四
、

一
二
、
一
〇

継　

続　

審　

査



政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関
す
る

法
律
案
（
衆
第
五
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
国
会
議
員
の
資
産
の
状
況
等
を
国
民
の
不
断
の
監
視
と
批

判
の
下
に
お
く
た
め
、
国
会
議
員
の
資
産
等
を
公
開
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
等
に
よ
り
、
政
治
倫
理
の
確
立
を
期
し
、
も
っ
て
民
主
政
治
の
健
全
な
発

達
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
国
会
議
員
は
、
任
期
開
始
の
日
に
お
い
て
有
す
る
土
地
、
建
物
等
資
産

　
に
つ
い
て
資
産
等
報
告
書
及
び
任
期
開
始
の
日
後
毎
年
新
た
に
有
す
る
こ

　
と
と
な
っ
た
資
産
等
に
つ
い
て
、
資
産
等
補
充
報
告
書
を
、
そ
の
議
員
の

　
属
す
る
議
院
の
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

二
、
国
会
議
員
は
、
前
年
分
の
所
得
に
係
る
総
所
得
金
額
等
に
つ
い
て
所
得

　
等
報
告
書
を
、
毎
年
、
そ
の
議
員
の
属
す
る
議
院
の
議
長
に
提
出
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

三
、
国
会
議
員
は
、
毎
年
、
四
月
一
日
に
お
い
て
報
酬
を
得
て
会
社
等
の
役

　
員
、
顧
問
等
の
職
に
就
い
て
い
る
場
合
に
は
、
関
連
会
社
等
報
告
書
を
、

　
そ
の
議
員
の
属
す
る
議
院
の
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

　
す
る
。

四
、
各
議
院
の
議
長
に
提
出
さ
れ
た
右
の
資
産
等
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
、

　
七
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
何
人
も
、
こ
の
保
存
さ

　
れ
て
い
る
資
産
等
報
告
書
等
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

　
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関

す
る
規
程
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

六
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
並
び
に
都
道
府
県
知
事
及
び

　
市
町
村
長
の
資
産
等
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
条
例
に
よ
り
、
国
会
議
員
の

　
資
産
等
の
公
開
の
措
置
に
準
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
し
、
同
日

　
に
在
職
す
る
国
会
議
員
に
つ
い
て
も
、
同
日
に
有
す
る
土
地
、
建
物
等
資

　
産
に
つ
い
て
資
産
等
報
告
書
を
、
そ
の
議
員
の
属
す
る
議
院
の
議
長
に
提

　
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
保
存
等
に
つ
い
て
は
四
を
準

　
用
す
る
も
の
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
議
院
運
営
委

員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関

す
る
る
法
律
案
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
を
期
し
、
国
会
議
員
の
資
産
の
状
況

等
を
国
民
の
不
断
の
監
視
と
批
判
の
下
に
お
く
た
め
、
国
会
議
員
の
資
産
等

を
公
開
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。



　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
の
中
西
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
長
か

ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
審
査
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も

っ
て
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
訂
に
伴
い
、
国
会
議
員
の
秘

書
に
適
用
さ
れ
て
い
る
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
給
料
表
を
全
部
改
訂
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
給
料
表
の
額
に
加
算
さ
れ
る
調
整
手
当
相
当
額
の
支
給

割
合
を
改
訂
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
給
料
表
の
改
訂
に
つ
い
て
は
、
本
年
四
月
か
ら
適
用
し
、
調
整
手

当
相
当
額
の
支
給
割
合
の
改
訂
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
四
月
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
審
査
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も

っ
て
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
衆
第
六
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
国
会
議
員

の
秘
書
の
給
料
月
額
を
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
全
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
。

二
、
給
料
月
額
の
特
例
と
し
て
一
に
加
算
さ
れ
る
調
整
手
当
相
当
額
の
支
給

割
合
を
引
き
上
げ
る
。

三
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

前
ペ
ー
ジ
参
照

行
為
規
範
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

趣
旨
説
明

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
行
為
規
範
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
に

つ
き
ま
し
て
、
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
案
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に

関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
報
酬
を
得
て
、
企
業
ま
た
は
団
体
の
役
職
に

就
い
て
い
る
国
会
議
員
は
、
毎
年
、
議
長
に
関
連
会
社
等
報
告
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
に
伴
い
、
行
為
規
範
に
お
い
て
は
、

報
酬
を
得
て
い
な
い
企
業
又
は
団
体
の
名
称
、
役
職
等
に
つ
い
て
議
長
に
届

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
収
入
の
届
出
に
関
す
る
規



定
を
削
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。




